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７  会議の概要 

委員長    予定の時間よりも若干早いですが、ただいま

から、建設委員会を開きます。 

〔傍聴の申込み（１名）について諮る

…許可〕

委員長    これより、上下水道局所管分の議案の審査を

行います。  

議案第１８号 平成３０年度富山市水道事業

会計予算、  

      議案第１９号  平成３０年度富山市工業用水

道事業会計予算、  

議案第２０号 平成３０年度富山市公共下水

道事業会計予算、  

      議案第５４号  富山市水道事業、工業用水道

事業及び公共下水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件、 

      以上４件を、一括議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

上下水道局長 〔挨拶〕  

上下水道局次長 〔議案説明資料により説明〕 
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委員長    これより、質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１８号から議案第２０号ま

で、議案第５４号、以上４件を一括して討論

に入ります。 

      討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１８号から議案第２０号ま

で、議案第５４号、以上４件を一括して採決

いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    御異議なしと認めます。 

よって各案件は、原案可決されました。 

以上で、上下水道局所管分の議案の審査を終
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了いたします。  

ここで、上下水道局長より、上下水道の料金

改定の件に関して、発言を求めます。 

上下水道局長 〔上下水道の料金改定について発言〕  

      〔資料配付〕 

委員長    ただいまの御説明について、何か質問はあり

ませんか。  

尾上委員   仕方のないことなのかなとはいうふうには思

うのですけれども、来年度の予算にも出てい

ましたが、例えば下水道の熱を利用した取組

みだとか、浜黒崎浄化センターの消化ガスの

利用だとか、そういった熱を売る、ガスを売

るといったことを通して、もう少し収益を得

るような取組みを積極的にしていただきたい

と。今の段階での推測なので、なかなかわか

らないところもあるとは思うのですけれども、

何とか値上げ幅を縮小できるような取組みを

していただきたいなと考えているのですが、

何か御意見がありましたら。  

上下水道局長 当然のことでございますが、これまでもいろ 

いろな事務の見直し等、効率化を図りながら、 
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経費の節減に努めてきたところでございます。

それで、今ほどおっしゃった消化ガス発電に

おきましては、約１億円程度の収益を見込ん

でおります。そういったもので利益が出た場

合、今後の建設資金に積立てていくというこ

とは、本会議で答弁させていただいた内容で

ございます。しかしながら、先ほど申し上げ

ましたように、処理場を改築したときに２０

０億円、３００億円がかかるということであ

れば、そうした財源を確保するという努力は

必要なのですが、恐らく、もはやレベルの違

うところだというふうに考えております。そ

うした努力は確かに必要なのですが、そのほ

かに、こうした料金改定という部分は避けて

は通れないだろうなというふうに考えており

ます。その辺もあわせて  例えば何が一番問

題かと言いますと、ここ数年を見ております

と、やはり水需要がどんどん減っていってい

るということが根本的な問題なのです。それ

で、何とか水需要を増やす方策はないものか

ということで、いろいろと考えているのです

が、なかなかこれといったものが思い浮かば

ないところでありまして、これも答弁の中で

お話させていただいたのですが、例えば今は

どちらかと言いますと、地下水に頼っている

部分が非常に大きいのですね。今の水道料金



5

というのは、使えば使うほど料金が高くなる

逓増度という制度になっているのですが、こ

ちらの上がる率をもう少し緩やかにして、た

くさん使ってもあまり料金が変わらないとい

う料金体系にすれば、もう少し使用量が増え

るのではないかと。要はこれまで地下水のほ

うに流れていった方々が、水道水のほうに戻

ってくるような努力が必要なのではないかと

いうふうに実は考えております。もう１つは、

例えば１つの社会現象といたしまして、最近

コインランドリーが市内にものすごく増えて

おりまして、倍くらいに増えたということが

先日の新聞で報道されておりましたが、コイ

ンランドリーにつきましては、多分ほとんど

が地下水を汲み上げて、事業をしておられる

ということなのですね。そのコインランドリ

ーを一般家庭の方々が利用されるということ

は、それだけ自宅で水道水による洗濯をやめ

て、地下水のほうに流れていってしまうとい

うことになりますので、どうしても、そうい

ったことを食いとめていきたいという部分が

あります。どうすれば自宅で安価に大量の  

大量のというのはおかしいですけれども、た

くさんの水を使っていただけるかというよう

なことも考えていかなければいけないと。こ

れも料金改定とあわせて、そうした料金体系
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も検討していく必要があるだろうというふう

に考えております。今ほどおっしゃいました、

財源を確保するということにあわせて、どう

すれば使用水量をもう少し増していけるかと

いう方策を検討していく必要があるというふ

うに考えております。  

押田委員   流杉浄水場で３０億円から５０億円、そして

浜黒崎浄化センターで２００億円から３００

億円という費用がかかると。皆さんに給排水

するためにはどうしても必要なものというこ

とで、致しかたないことだとは思うのですけ

れども、先般、北陸電力から電気料金の値上

げも発表され、そして平成３４年からという

ことになりますけれども、水道料金も上がる

ということになると、市民生活に大分影響が

あると思うのです。かと言って、やらないと

いけない。問題は上げるパーセンテージなの

ですが、平成３２年に取りまとめ、市民に説

明するという話があるのですけれども、今の

段階で言える、おぼろげな上昇のパーセント

はどれくらいなのですか。今だって、かかる

費用が出ているのですから、多分試算は持っ

ておられると思うのですよ。どれくらいを考

えて、この試算をしておられるのかもあわせ

て教えてください。 
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上下水道局長 数字がひとり歩きしては困りますので、ちょ 

っと具体的な数字は差し控えたいと思ってい

るのですが、ただし、今おっしゃいますよう

にこの段階で改定するということは、やはり

激変緩和を避けるという意味合いが強いので

すね。施設整備の直前に上げるというような

方法もあるのですが、そうすると非常に負担

が大きくなるものですから、少しでもその前

の段階からそれに向けて積み立てていくとい

う方法が市民の方々の負担が少ないだろうと

いう思いの上で、先を見越した改定というも

のを考えているということでございます。 

押田委員   今の説明で十分わかりました。激変を防ぐと

いう言葉で全てわかりました。けれども、や

っぱり心配なのはライフラインに関わること

なので、できるだけ費用を抑えていただきた

いなというふうに思います。  

五本委員   私は当選して間もなく、あそこの本管の中に、

トロッコに乗って入ってきました。老朽化も

進んでいるとなると、今の敷地内で、２００

億円、３００億円がかかるのはわかるけれど

も、その敷地内で工事ができるのかできない

のか。まずそこら辺はいかがですか。どう考

えておられますか。 
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上下水道局長 いろいろなパターンを考えてみたのですが、  

工事費を安くするにはどうすればいいかとい

うことなのですね。この２００億円、３００

億円というのは用地の代金は入っておりませ

んので、新たに用地を求めてということにな

りますと、さらにこの金額が膨れ上がる可能

性があります。それで、今いろいろと研究を

しておりますと、全国でも用地が思うように

確保できないという事例がたくさんありまし

て、現在の施設を稼働しながら、少しずつ部

分的に更新をしていって、更新したらその部

分を壊す、そしてまた更新していくという工

法  そのかわり、そうした場合は工期が少し

長くなる可能性もあるのですが、現在そのよ

うな方法が国内各地で進んでいるというふう

に聞いております。結果的に工期が長くなる

だけ割高にはなると思いますが、それが果た

して用地を新たに買い求めた場合の経費と比

べてみてどうかというようなことも、検討の

必要があろうかと思います。いずれにいたし

ましても、この２００億円とか３００億円と

いうのは本当に概算でございまして、順次更

新していってそのくらいということなのです

が、新たに用地を求めて、そこに新設した場

合はどれだけになるのかというような検討も

あわせて進めていく必要があろうかと思いま
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す。  

五本委員   おっしゃるとおりなのです。地域の方々によ

る協議会がありますよね。あの中から勝手な

話が出るものですから。恐らく三、四年した

らかなり老朽化が進むということで、西側の

土地を求めていけばいいのではないかという

話が飛び交っていて、西側の方々は期待する

わけですよね。自分のところの田んぼが買っ

てもらえるのかという話になってきています。

そういう話がひとり歩きしておりまして、い

ざ聞かれても何も言えないと。まだ５年か１

０年は大丈夫でしょうと言って逃げているわ

けですけれども、そういう話は協議会で出て

いるのですか。首を振っておられるというこ

とは出ているということですね。  

上下水道局長 実は先日その協議会がありまして、私も出席 

しておりまして、やはりそのような声が出ま

した。その役員の方々も、地元からいろいろ

と聞かれるのだと。市はどういうスタンスで

いるのか、それだけでも聞かせてくれという

御意見でした。ですが、やはりその整備計画

を立てることがまず第一なので、現段階では

新たに用地を求めるとか、そういうことにつ

いては申し上げられませんと。平成３４年４
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月をある程度の１つの区切りとして考えてお

りますので、もう二、三年お待ちくださいと

いうことで申し上げてきました。  

五本委員   そこまでおっしゃるので、私もはっきり申し

ますが、もう今任期で引退しますから、平成

３３年には私はもう議会におりません。是か

非かわからない話ですけれども、西側の地区

に、来年度、町内消雪が入るのですよ。そう

したら、一部の役員の方から、これは上下水

道局がいずれそういうことも見越して  私の

ところの土地を使わないとできないだろうと。

だから、補助金が出ているのではないかと、

こんなうわさが飛び交っていて、そうすれば、

出ていないほうでまたトラブルになりますよ

ね。間に挟まれたので、今申し上げましたよ

うに、そのときは私はおりませんから堪忍し

てくれと逃げてきましたが、そういう話は出

ているのですかね。 

上下水道局長 スタンスだけでもはっきり言ってくださいと 

いうことは先日も言われましたが、やはり現

段階では基本的な整備計画をつくっておりま

せんので、もう二、三年はお待ちいただきた

いということを申し上げてまいりました。 
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五本委員   わかりました。  

石森委員   １０年間の予定、計画が出ているのですけれ

ども、水道事業の場合、営業外収益として１

０億円をずっと見込んでおられるのですが、

内容的には水道の加入金だとか、長期前払金

の戻し金を含む  こういったものが営業外収

益にずっと入ってきて、１０年間でこれだけ

安定的にというのは、ちょっと通常の企業か

ら見るとなかなか理解できない部分があるの

で、ちょっとその部分について説明をしてい

ただければと思います。 

経営企画課長 営業外収益につきまして、水道事業ですが、 

今ほどおっしゃられましたとおりの内容です。

中身的には一般会計からの繰入金、長期前受

金  これは過年度交付を受けました国庫補助

金を費用化して、減価償却とあわせて収益と

して計上しており、あと水道加入金が主な内

容となっております。御指摘のとおり、水道

加入金につきましては、人口減ということで、

大体年々減っていくというふうに見込んでお

りますが、今ほど申し上げました繰入金のほ

うは山田・細入地域の旧簡易水道の元利償還

金に対する繰入金なものですから、元利償還

が続く限り、入ってまいります。そういう意
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味で安定して入ってくるということです。長

期前受金につきましても過年度の簡易水道の

補助金の分を収益としてあげていくというこ

とですので、これも安定的に入ってくるとい

う段取りになっております。ですから、内容

につきましては安定しているというようにな

っております。  

委員長    ほかにございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      次に、上下水道局所管分で、議案及びただい

まの報告以外に何か質問はありませんか。 

尾上委員   民間事業者の試算なので細かいところはあっ

ているのかどうかというのはわかりませんけ

れども、下水道用マンホールのふたのうち、

国が定める標準耐用年数を過ぎて、老朽化の

おそれがあるものが、全国で、全体の２割に

当たる３００万個あるというような新聞報道

がありました。本市の状況について、少しお

聞かせいただければと思います。  
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下水道課長  当市におきまして、マンホールの数は約７万

個ございます。耐用年数の３０年につきまし

ては  老朽下水道管の改築工事とあわせまし

て３０年以上たったものについては随時点検

をしておりますし、施設管理センターのほう

でパトロールし、点検等についても５年で１

周りするといった中で、すり減って、交通に

支障のあるものについては随時交換をしてお

ります。当市においては新聞報道にあったよ

うに、つるつるになったマンホールはないも

のというふうに思っております。  

尾上委員   ありがとうございます。特に車道にあるもの

については、スリップもさることながら、マ

ンホールのふたはそもそも鋳物で、とても衝

撃に弱いと思っているので、万が一割れて車

が落ちる  落ちると言っても全部が落ちるわ

けではないですけれども、タイヤが落ち込む

とか、そういったことのないように十分留意

していただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

委員長    ほかにございませんか。 

      〔発言する者なし〕  
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委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、上下水道局所管分を終了いたします。 

ここで、本年度をもって退職されます局長か

ら一言お願いします。  

上下水道局長 〔挨拶〕  

委員長    それでは上下水道局の皆さんは、退室願いま

す。  

説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

〔上下水道局退室／建設部入室〕  

委員長    これより、建設部所管分の議案の審査を行い

ます。 

議案第１号  平成３０年度富山市一般会計予

算、第１条歳入歳出予算、歳出第８款土木費

中、建設部所管分、第１１款災害復旧費中、

建設部所管分、第２条継続費中、第８款土木

費、第３条債務負担行為中、建設部所管分、  

議案第１７号  平成３０年度富山市賃貸住宅  

・店舗事業特別会計予算、 

      議案第５３号  富山市都市公園条例の一部を

改正する条例制定の件、 

議案第５９号 市道路線の認定及び廃止の件、 
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      以上４件を、一括議題といたします。  

     順次、当局の説明を求めます。 

建設部長   〔挨拶〕  

建設部次長  〔議案第１号中  

建設部所管分の概要について、 

議案第１７号の概要について、 

      議案書及び議案説明資料により説明〕  

営繕課長   〔議案第１号中  

      土木一般管理費について、  

      議案説明資料により説明〕  

防災対策課長 〔議案第１号中  

      防災事務費について、 

      議案説明資料により説明〕  

道路河川管理課長 〔議案第１号中  

      雪対策事業費について、 

リフレッシュ事業費について、 

サンライト事業費（債務負担行為）について、

街路樹管理費について、 

      議案書及び議案説明資料により説明〕  

道路河川整備課長 〔議案第１号中  
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      市道整備事業費について、  

県単独道路改良事業等負担金について、 

私道舗装補助事業費について、 

河川水路整備事業費について、 

浸水対策事業費について、 

火防水路改良事業費について、 

急傾斜地崩壊対策事業費について、 

街路整備事業費（継続費）について、 

道路景観形成事業費について、 

道路橋りょう災害復旧事業費について、 

議案説明資料により説明〕 

建設政策課長 〔議案第１号中  

      県単独道路改良事業等負担金について、 

道路計画費について、  

河川水路計画事業費について、 

街路整備事業費について、 

議案説明資料により説明〕 

橋りょう保全対策室長 〔議案第１号中  

橋りょう維持補修事業費について、 

      議案説明資料により説明〕  

公園緑地課長 〔議案第１号中  

      公園管理費について、 

公園整備事業費について、 



17

花と緑の推進事業費について、 

呉羽丘陵整備事業費について、 

ファミリーパーク費（債務負担行為）につい

て、  

議案説明資料により説明〕 

市営住宅課長 〔議案第１号中  

市営住宅リフォーム事業費について、 

市営住宅バリアフリー化事業費について、 

借上市営住宅事業費について、 

公営住宅建設事業費（債務負担行為）につい  

て、  

議案第１７号について、 

議案説明資料により説明〕 

公園緑地課長 〔議案第５３号について、  

議案説明資料により説明〕 

建設政策課長 〔議案第５９号について、  

議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

石森委員   議案説明資料５１ページをお願いします。松

川桜並木保全事業費ということで、ここに出
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ていましたので、ウオーキングをしてきまし

た。大分桜のつぼみが膨らんでおりますが、

平成３０年度の範囲のところですけれども、

見てみますと桜の枝等が結構、添え木で持ち

上がっているのです。今の裸の状態から、だ

んだん葉がついてくると下がってくるという

ことで、この地域から出ている我が会派の人

が、この地域の人から、結構いい場所なのだ

けれども、危険な感じもすると。街路樹全般

に言えることですけれども、根っこが非常に

伸びていて、歩道が持ち上げられているとい

うところがあちこちにあって、実際に歩いて

みるとそういう箇所があるということです。

そういったところの整備といいますか、歩く

と非常に景色がいいものですから、ついつい

前のほうを見ているとつまづいたりというこ

ともあって、保全事業ということですので、

そういった面も考慮していただきたいという

のが住民の要望であります。それと、市では

ないのですけれども、水路側の法面の近くに

行くと、今はないのですけれども、時期にな

ると非常に草が伸びているということです。

これは県の関係なので、お願いになるのです

が、県とぜひしっかりとコミュニケーション

を図っていただいて、せっかく皆さん楽しみ

に歩いている方が多いので、そういった面を
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含めてお願いをしたいの思うのですが。 

公園緑地課長 まず、枝が垂れ下がるという件ですが、基本  

的に今おっしゃられた場所については年齢的

には市役所の付近よりは高いです。ですから、

そういった事象があらわれているのかと思い

ますが、基本的に剪定できるもの  要は簡単

に剪定できるものは剪定いたしますし、幹等

で残すべきものについては支柱を立てて、歩

行者に影響のないように  実際、今も立てて

おりますので、今後もそういう状況になれば

対応はしていきたいと思います。あと、根っ

こにつきましては、現在松川公園ではあまり

そういう要望等はございませんが、以前、い

たち川公園ではそういう事象が結構ございま

して、根切りをして、実際に樹木医の方に見

ていただいて、木に影響が出ない形で処理し

た例はございます。今後、松川公園につきま

しては我々も日々点検しており、認識はして

おりますので、対応できるものについては、

緊急性、危険度が高いものから、できるだけ

対応していきたいと思います。あと、法面の

草についてはおっしゃられるとおり、県の管

理区分でございます。実際は公園と河川で管

理の仕方、やり方が違いますので、その辺は

各管理者で責任を持ってやるべきものと考え
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ておりますが、またこちらからも要請はした

いと考えております。  

石森委員   桜ということで、普通の剪定とは違って、バ

サバサというわけにはいかないというのは私

たちも承知しているのですが、やはり幹を含

めて枝も相当細くなってきている部分があり

ます。専門の業者が判断をすることも多いと

思うので、間違ってもけがのないように  せ

っかく楽しみに来たのにけがをするというの

は非常に困るので、そういった面も含めて、

これからも管理をお願いしたいと思います。  

松井委員   議案説明資料８ページをお願いします。サン

ライト事業費ですが、防犯灯のＬＥＤ化につ

いて、今ほど道路河川管理課長から説明をお

聞きしましたが、ＬＥＤ化についてはここ４

年か５年ほど前から各会派から 今回、民間

のＥＳＣＯを利用した債務負担行為を設定し

ているということですけれども、まず対象と

なるのは何カ所になりますか。 

道路河川管理課長 正確には申し上げられませんけれども、５万 

８，０００灯程度と承知しております。 

松井委員   先ほど話を聞き漏らしたのかもしれないです
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けれども、今年度は何カ所される予定なので

すか。 

道路河川管理課長 今年度といいますか、来年度に施工業者を選 

定しまして、まず１年間をかけて全部をＬＥ

Ｄ化してしまいます。ＬＥＤ化すると、その

分の電気代がどんと下がるので、その電気代

などを財源として１０年間で払っていくこと

ができます。このＥＳＣＯ事業を活用すると、

一気にかえることができて、以前と費用負担

は変わらない状態で全てが更新できるため、

このＥＳＣＯ事業を採用して更新するという

ことです。  

松井委員   今は既にＬＥＤ化されている防犯灯がありま

すよね。これはどういうふうに管理を  今ま

でどおり一緒ですか。  

道路河川管理課長 それについても一旦ＥＳＣＯ事業者にお預け 

するといいますか、管理していただくことに

なります。  

松井委員   ということは、ともかく管理も全て任せてし

まうという考え方でいいですか。  

道路河川管理課長 灯具については全てお任せするのですけれど 
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も、立っている柱ですとか、そういうものの

管理などは市のほうに残りまして、一旦灯具

の部分については外注するというか、事業者

のほうにお願いするような形になります。 

尾上委員   後戻りして申しわけないのですけれども、松

川桜並木保全事業の件で、これによって、桜

の延命化が図られるということを目的として

いるというふうに思うのですけれども、そう

は言っても寿命があって、いずれは枯れるか、

根本から切らないといけない時期が来るのだ

というふうに思うのですが、先ほど、この辺

より、今対象になっている地域の樹齢のほう

が高いというようなお話もありました。せっ

かく「日本さくら名所１００選」にも選ばれ

ているので、将来的な植えかえができるのか

は私は専門家ではないのでわかりませんけれ

ども、どのようなことを考えておられるのか、

もし案があれば教えていただきたいのですけ

れども。 

公園緑地課長 今回の松川桜並木保全事業につきましては、 

昨年度までは樹勢回復事業ということで、や

っておりました。予算的には３００数十万円

だったのですが、この区間は総数が４７０本

ございまして、このペースでいくと、今議員
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がおっしゃられる延命化がなかなか難しいか

なと。実は弘前市のほうで枯れ枝を思いっき

り切って、さらに土壌改良をしまして、実際

に１４０年もっている桜の木がごさいます。

今、松川桜並木につきましては６０年から９

０年が経過しております。通常の寿命は、７

０年と言われておりますので、既に寿命には

達しているのですが、我々とすれば弘前方式

をもっと活用して延命化を図りたいというふ

うに考えております。実際に、新しい木を植

えても、実際に１０年前ほどに植えたものが

あるのですが、いや地といいまして、なかな

か育たない、うまく成長しないということが

ございます。例外もあるのですが、我々とす

れば、できる限り現在の４７０本を延命化し

たいと、「日本さくら名所１００選」が将来

的にも続くように維持していきたいというふ

うに考えております。  

尾上委員   わかりました。昔のことわざで「桜切るばか、

梅切らぬばか」という言葉があって、桜は非

常に剪定に弱いというように言われていまし

たが、今の技術だったら全然そんなことはな

く十分にできるのだというふうに思います。

そうは言っても、今から５０年後くらいには

ひょっとしたらだめになる桜もあると思うの
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で、現実的に何か策を練っていただきたいと

いうふうに思いますし、私が聞いたところだ

と桜の後に桜というのはなかなか植えられな

いという話を聞いたこともあるものですから、

この名所を絶やすことないように努めていた

だきたいというふうに思います。ほかにも市

の管轄なのかどうなのかわかりませんけれど

も、富山市には塩の千本桜だとか、あちこち

に桜の名所があると思うのですけれども、そ

こら辺の考え方はどうなのですか。 

建設部長   今ほど、いわゆるいや地ということで、一回

植えられた桜の近辺にもう一回植えてもなか

なか育たないということがあるのですけれど

も、そういったことで、松川を永遠に桜の名

所にするのは恐らく難しいだろうというのは

これまでも随分言われてきたことでありまし

て、やっぱりそれにかわる桜の名所もこれか

ら準備していかなくてはいけないのではない

かというようなことを、我々はこれまで話し

てきました。その中の１つとしましては、稲

荷公園の桜が徐々に大きくなってきましたの

で、皆さんに親しんでいただけるようになる

のではないかと思っていますし、あと呉羽山

のほうにもかつて桜があって、そこにもまだ

まだ増やせるところがありますので、そうい
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ったところにも増やしながら とは言いなが

ら、松川の桜並木にはなかなか勝てないとい

うのが現状かなと思っております。松川につ

いては、できる限り残せる工夫は我々の世代

でやっていこうと、次の世代には新しいそう

いったところも残せるようにしていきたいと

思っておりますので、今後も引き続き御指導

いただければというふうに思います。よろし

くお願いいたします。  

尾上委員   先ほど言った塩の千本桜とか、あの辺はどう

なるのですか。市の管理ではないのかもしれ

ませんが。  

委員長    議案に関係ないことは外してください。 

ほかにありませんか。  

石森委員   議案説明資料５３ページをお願いします。住

宅管理費の中の２５番の市営住宅リフォーム

事業費について、５００万円の事業費を見て

おられますけれども、２０年以上経過した中

高層団地ということで、このリフォームの中

に障害者に対する対策を含めたものがあるの

かどうかをお聞きしたいのですが。 

市営住宅課長 このリフォームには、障害者に対するものは 
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      ありません。ただ、その下に記載してありま

す、バリアフリー化事業については障害者、

高齢者に対する事業費となっております。市

営住宅におきましては、障害者に対する対策

といたしまして、特に住宅確保に配慮が必要

と考えられる障害者以外に、高齢者及び母子

家庭、父子家庭を対象として市営住宅の優先

枠というものを２３３カ所設けておりまして、

人数にあわせまして住宅を整備し、入居案内

をしているところでございます。障害のある

方につきましては、それぞれ程度等が違いま

すので、個別の特性などによって全ての要望

に応えることはできない状態です。それで、

個別の障害特性に合わせた改修については原

状復帰をしていただくことを前提に改修を認

めております。障害福祉課に在宅重度身体障

害者住宅改善費補助金というものがございま

すので、障害福祉課と連携して、そちらのほ

うを活用して、個人的に改修していただくと

いう形をとっております。 

石森委員   どういった場合にどういう要望があるのかは

何とも言えないのですが、この下に記載して

ある市営住宅バリアフリー化事業費のところ

に１階云々と載っているのですけれども、な

かなかそういう方々は２階より上には住まな
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いと思うのです。ぜひそういった場合の対応

 入居されるときとか、現在入居されている

方の意見等も聞いていただいて、対応してい

ただければありがたいと思います。よろしく

お願いします。  

押田委員   議案説明資料２３ページの除雪情報システム

導入業務について、いわゆるＧＰＳを活用し

た除雪機械の運行管理ということなのですけ

れども、このことについてお聞きします。Ｇ

ＰＳを導入するということなのですが、今ま

でどのようなシステムを使ってきたのか、ま

たデメリットが出てきたため、その対策とし

てこのＧＰＳを入れるということなのでしょ

うけれども、ＧＰＳのメリットとはどのよう

なものなのかということを教えてください。  

建設政策課長 除雪システムについてですが、これまでの除 

雪委託業者の運行管理の方法といたしまして

は、タコメーター  除雪機を動かしたときの

エンジンの動きですけれども、円盤のアナロ

グ方式なのですが、そのタコグラフがどう動

いたかを記録する機械がありまして、その機

械をそれぞれの除雪機械につけて、エンジン

が動いた時間で除雪の時間を把握しておりま

した。それだと何が都合が悪いかと言います
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と、アナログ方式ですからオペレーターの方

が一々設置して、セッティングしないといけ

ないということと、除雪機械が動いた時間は

わかるのですけれども、どこに行ったのかと

いうことがわからないということであります。

今回の除雪情報システムＧＰＳを活用したシ

ステムを導入いたしますと、位置情報ですか

ら、どの時間にどこの路線、どこの範囲を除

雪したかということがデータで収集でき、除

雪車の動きが位置情報として記録されます。

この方法を取りますと、どの時間でどの機械

がどう動いたかということがわかりますので、

より効率的な運行経路があるのではないかと

か、もっと効率的な除雪エリアにできるので

はないかという検討ができるというメリット

がございます。市民にとりましては、このシ

ステムにより、除雪作業の迅速化ですとか除

雪経費の縮減などの効果が期待できると思っ

ております。 

押田委員   今の話を聞くと、今はアナログのタコメータ

ーの円盤みたいなものをお持ちいただいて、

アナログですから、市の職員が手作業で計算

か何かをしていたけれども、今度はＧＰＳで

すからデータとして情報が一元管理されると

いうことだと認識しました。かなり市の職員
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の負担軽減になるなということと、先ほど言

われた市民に寄与されるということがわかり

ましたので、すばらしいものだと期待します。

あと、この除雪に関する話ですけれども、除

雪業者は建設業者が非常に多いという話を聞

いております。除雪のクオリティーが非常に

高いのですけれども、建設業者がだんだんだ

んだん衰えてくると市民生活に多大な影響を

与えると思います。本会議において当会派の

柞山議員が質問したことと重なる部分もある

のですけれども、除雪に対して、これからの

除雪業者の確保というか、担い手対策という

か、労働力確保についての市の施策を聞かせ

てください。 

道路河川管理課長 今年度も本市から除雪の作業を依頼しており 

ます事業者といたしましては、委員御指摘の

とおり、やはり建設業者の方が非常に多く、

クオリティーも高いということで、建設業者

の方は普段の業務でそういう作業になれてい

らっしゃるものですから、技能としても非常

に高いと認識しております。そういう方たち

が主力となってやっていただくということは

非常にありがたいことだと思っておりますが、

ただ、その業者さんの数も次第に減っている

ということがございます。これまでも運送業
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者や営農組合の方などにも除雪を依頼して受

託をしていただいておりまして、基本的には

除雪機械を運転できるオペレーターを有して

おられます。除雪単価等の一定の条件を満た

した事業者の方であれば、除雪作業の受託が

可能であることから、新規参入の希望があれ

ば条件を確認するなどをして情報収集などに

も努めてきておりまして、門を開きながら、

業者の方の確保に努めてきているところでご

ざいます。今後とも道路除雪に支障がないよ

うに、除雪業者の確保には努めてまいりたい

というふうに考えております。 

押田委員   わかりました。このＧＰＳ導入も含めて最終

的には市民のためになれば  また、建設業者

は地域の防災力の担い手でもありますので、

地域のためにも両輪でやっていただけるよう

によろしくお願いいたします。また、雪が降

る、降らないで待機しておられる方もたくさ

んおられますので、作業員に対する補償や手

当などにも御配慮をいただけるようお願いし

ておきます。 

金井委員   議案説明資料５５ページの市営住宅の月岡団

地について、先ほど第２期工事で４０戸が完

成し、全ての部屋が埋まったということで、
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次は第３期工事に入るということです。私は

月岡に行ったことがないので知らずに質問し

ますが、私のところの近くにある、高原町あ

るいは中市の市営住宅は５階建てです。かな

り空き室があると。そして４階、５階になる

とかなり階段が苦しくて、申し込んでも入り

たくないということで、新しいところには入

るのですが、城村団地のほうはもう入居の募

集はしていないと。富山市では月岡もそうい

うような位置状況にはあるのですが、新しい

ときには入ると思うのですけれども、だんだ

ん年数がたつと  例えば入居者のためのエレ

ベーターだとか、そういうものを加味した計

画になるのかどうかというのを聞きたいので

すけれども。 

市営住宅課長 今現在、公営住宅法の中に、４階建て以上の 

建物にはエレベーターをつけなさいという基

準がありますので、月岡団地にはエレベータ

ーはついております。２階建ての低層につい

てはつかないという形です。委員の言われま

した高原町あるいは中市の市営住宅は、公営

住宅を建てるときにエレベーターの基準がご

ざいませんでした。ですから、エレベーター

がついておりません。高原町も中市も階段式

の住宅なもので、エレベーターをつける場所
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自体がないような構造になっております。で

すから今、高齢者の方が１階、２階に住みた

いと言われる希望が多いので、上層階が空い

ている住宅は多いです。ただ、高原町、中市

につきましてはそんなに空室がない状態でご

ざいまして、月岡団地に関しては今後新しく

つくるものに対してはエレベーターがつくと

いうような形になります。 

岡部委員   議案説明資料４５ページの道路景観形成事業

の関係ですが、綾田北代線の永楽町から東側

の道路の電線を地中化するということで予算

化されていますが、これは基本的に単年度で

全て行うということで理解していいのですか。 

道路河川整備課長 これは来年度分でして、当面、事業は継続し 

ます。今、ライトレールの複線化の工事があ

りまして、ふくそうする部分はかなり進捗を

上げて平行してやっていたので、それが一段

落ついたものですから  具体的には南側の歩

道部分とか、これから電線管理者さんとか通

信会社さんが入線されましてから、今度は電

柱を抜くという作業があります。それが終わ

ってから舗装ということなので、まだあと数

年かかるような状況になります。  
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岡部委員   地元の交通安全協会からも、電柱が邪魔で横

断歩道が渡りにくくなっていて、非常に危険

だということで指摘を受けておりまして、道

路河川管理課さんともいろいろと相談をして

いて話を聞かせてもらっていたのですけれど

も、ぜひ早い進行をお願いしたいと思います。 

      もう１つ、議案説明資料２５ページの八田橋

架替事業の関係ですけれども、これについて

かなり時間を要している  橋の架けかえとい

うのは時間がかかるのだろうと思いますけれ

ども、２期事業が終われば、渋滞はほぼ緩和

できると理解していいのかどうか、お願いし

ます。 

橋りょう保全対策室長 八田橋につきましては、先ほども御説明いた 

しましたけれども、平成３０年度から２期事

業ということで、２カ年で下流側の架けかえ

ということになります。予定どおり、平成３

１年度末に完了いたしますと、現在は対面で

通行しておりますが、その交通規制がなくな

りまして、両側２車線ずつで４車線が確保で

きるという形になりますので、交通は今より

スムーズに流れるのかなと思います。先ほど

３期事業について御説明いたしましたけれど

も、これは既存橋脚の撤去ということになり

ますので、橋梁の下での作業ということにな
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ります。上の交通に関しては全く  全くと言

うと語弊がありますけれども、影響はないも

のというふうに思っております。  

岡部委員   わかりました。なるべく影響のないように、

よろしくお願いしたいと思います。 

五本委員   公園の駐車場について、議案以外の質問かど

うか迷ったのですけれども、公園緑地課のほ

うからお金をもらっているので、議案の関係

でいいのだと思うのですけれども  管理費で

すからね。神社の一部に市が指定している公

園があると。詳細を言いますけれども、神社

の境内がありますよね。例えば、境内の中に

樹木が２０本あって、向かって左側に遊具が

１つ、２つあったと。ここに樹木が８本あっ

て、これは市が管理する樹木であったと。年

間１本につき２，０００円の管理費が払われ

ているわけですね。そういうことなので、今、

この管理費の関係で質問しているわけだけれ

ども、そういうところは幾つか……。明確に

言いますと、岩瀬の西宮公園以外にまだある

のですか。  

公園緑地課長 委員がおっしゃっているのは、保存樹木のお 

話だと思いますが、１本当たり年間で２，０
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００円をお支払いしております。あと保険料

も含めて管理費の中で組んでおりますが、市

内には現在３９０数本がございますので、西

宮公園だけではなくて、管理していただいて

いる、保存していただいている木はかなりご

ざいます。  

五本委員   これで最後にします。樹木が成長していきま

すと、民家の屋根に覆いかぶさってくると。

そういうときには対応はしてもらえるわけで

すね。公園緑地課の管轄の樹木ですから。 

公園緑地課長 基本的に、保存樹木は個人の方が持っておら  

れる木でございます。直接市が管理している

木というのはなくて、地元の方なり神社の方

がもともと持っておられる木でございますが、

ただ、そういう状況  今おっしゃったように

家屋に支障があるとかということであれば、

木の管理者ではないですが、公園管理者とし

てできることについては、また協議させてい

ただきたいと思います。 

五本委員   何百万円もかかるわけですよね。大型の重機

を持ってこないと処理できないということで

ありますから、地元の者はどこへ行けばいい

のかということなのです。もう１つは、富山
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市のほうに申請して、受理されていた方がお

亡くなりになっておられるものだから、こう

いうことになってしまうと。そういうことを

一度整理されるように要望しておきます。 

委員長    ほかにありませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、これをもって、議案の質

疑を終結いたします。  

これより、議案第１号中建設部所管分、議案

第１７号、議案第５３号、議案第５９号、以

上４件を、一括して討論に入ります。 

討論はありませんか。  

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１号中建設部所管分、議案

第１７号、議案第５３号、議案第５９号、以

上４件を一括して採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに、御異

議ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    御異議なしと認めます。 

      よって各案件は、原案可決されました。 

      以上で、建設部所管分の議案の審査を終了い

たします。  

次に、 

市営住宅の明渡し等の「訴えの提起の結果」

について、  

当局から報告を求めます。 

市営住宅課長 〔委員会資料により説明〕  

委員長    ただいまの説明について、何か質問はありま

せんか。 

押田委員   これはさきの９月議会の議決分で、３件あっ

たと思うのですけれども、ここには１件しか

報告がありませんが、あとの２件はどうなっ

たのか教えてください。 

市営住宅課長 委員が御指摘のとおり、さきの９月定例会で  

は本日報告いたしました案件以外に、住宅名

義人２名、その連帯保証人２名の２件で、合

計３件についての訴えの提起に関する議決を

いただいております。本日報告しました以外

の２件につきましては、１０月１３日に裁判

所へ訴状を提出しております。それで、１２
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月中旬に口頭弁論が開廷される予定でありま

したが、双方とも裁判所の通知を受け取られ

て、１１月中旬と１２月初旬に本人や保証人

が窓口のほうに来庁されまして、滞納家賃及

び賠償金を全額支払われ、今後の家賃の納付

も約束されたということで、１１月１５日と

１２月１１日に訴えを取り下げております。

そして、２名とも現在も継続して市営住宅に

入居しているという状態であります。 

押田委員   家賃の滞納が完納されたという話を伺いまし

たが、先日２月２３日金曜日の朝刊  地方紙

なのですけれども、県営住宅の家賃督促とい

う記事がありました。少し読んでみますけれ

ども、「県営住宅での家賃を滞納したことが

ある人から「県の取り立てがあまりにも厳し

い」との声が上がっている。県の嘱託職員に

強い口調で納付を迫られたり、手書きの督促

文書を送られたりして精神的ショックを受け

た」というふうに書いてあります。具体的に

は玄関先で近所に聞こえるような大声で納付

を求められた、出ていかないと処置するぞと

大きな声を出されたということで、かなり取

立てが厳しいようなことがあるようですけれ

ども、富山市において、取立てというのはど

うなっているのか教えてください。 
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市営住宅課長 今ほどの新聞記事にも載っておりましたが、  

公営住宅自体は税金で運営している施設でご

ざいますので、家賃の滞納は許されることで

はないと思っております。きちんと支払って

いただかなければならないものでございます。

入居者の皆さんにおきましては、滞納してや

ろうと思いながら入居される方は当然おられ

ないと思いますので、私自身、なぜ滞納が起

こったのかという原因が一番大切ではないか

なと思っており、職員にいつも伝えているこ

とでございます。御指摘の本市の対応につき

ましては、毎月の家賃を期日までに納付され

なかった方に対する督促状や滞納者に対する

年３回の催告状及び納付書を送付するほか、

１カ月、２カ月分という少額で短期の滞納者

につきましては、担当職員が電話等により滞

納になった理由などを聞き取って、納付指導

や納付約束をし、慢性的な滞納を防止してい

るところでございます。しかしながら、納付

約束をされながら、納付されずに３カ月以上

滞納された方については、窓口へ出頭通知を

送付したり、またそれにも応じない場合には、

連帯保証人への納付請求や滞納者への指導要

請を行っております。納付誓約の取りつけや

生活に支障がない納付、滞納金額が増えない

ように分納約束等、相談に応じて折衝してい



40

る状況でございます。また、仕事等で平日窓

口に来られない方もおられますので、年に３

回休日に窓口を開設し、あわせて訪問を行っ

ているところでございます。それでも約束を

守られない方に関しては、明渡し訴訟を視野

に折衝を行っております。明渡し訴訟の対象

につきましては、滞納月が６カ月以上で、家

賃の滞納が困難であるほど生活に困窮してい

るとは認められない者や、呼出しに応じない

者、誓約書を提出しない者、納付誓約を履行

しない者など、納付の意思が欠如していると

認められる者に対して、訴訟を行っていると

ころでございます。富山市のほうでは、なる

べく短い間に納付していただくということを

原則に、丁寧に電話等で対応している状況で

ございます。 

押田委員   同じように住んでおられるので、払われる人、

払われない人ということになると不公平にも

なりますし、もともと税金で建てられて運営

されているものなので、適切な納付の指導を

進めていただきたいと思います。  

別の件ですけれども、今度はテレビ報道が主

だったのですが、県営住宅の減免制度の見直

しを検討してくれという市民団体からの要望

が、この３月の頭に出ました。家賃減免の適



41

用件数が県のほうは少なくなっているという

ことなのです。富山市では減免の条件という

ものがしっかりあるのかどうなのかというこ

とと、何件ほど減免しているのかということ

を教えてください。 

市営住宅課長 市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法  

に基づきまして、住宅の広さ、建築年数等、

入居者が毎年申告する世帯の所得に応じて決

まっており、病気やその他特別な事情がある

場合には家賃を減免することができると法に

書いてあります。富山市では、富山市営住宅

条例に減免、徴収猶予に関する規程を設けて

おりまして、世帯の収入が著しく低い場合や、

疾病や災害等による多額の支出が見込まれ、

家賃の納入が困難になった場合には、富山市

営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する要

領に基づきまして家賃を減免しているところ

でございます。減免の対象者につきましては、

生活保護受給世帯、生活保護基準未満の収入

世帯、疾病療養世帯、被災世帯等を対象とし

ております。平成２９年度では１０世帯を減

免しているところでございます。  

押田委員   １０世帯ということで、きちんと減免がされ

ています。そして制度の話も聞きましたので、
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少し安心しました。県にしても市にしても、

公営住宅というのは社会福祉の一部だと思い

ますので、県営住宅のように減免なしとかと

いうことがないように、適切に運営していっ

てください。お願いします。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、建設部所管分で、議案及びただいまの

報告以外に、何か質問はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設部所管分を終了いたします。 

ここで、帯刀部長が退職されますので、一言

御挨拶をお願いします。 

建設部長   〔挨拶〕  

委員長    これで、３月定例会の当委員会に付託されま

した、全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、平成３０年３月定例会の建設

委員会を閉会いたします。 
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